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 連帯ユニオン 

関西ゼネラル支部 

宣 伝 部 

第７４号 

２０２４．１０． 

明るく･楽しく･元気に活動し､産業別労働運動を確立しよう！ 

情報の収集を！ 

２０２４年９月１日（日）、ユニオン会館に

て今年度２度目の支部委員会が開催されまし

た。今回のテーマは８月の業種別部会の内容を

踏まえ、春闘交渉の総括と秋闘交渉に向けた方

針の決定です。医療介護保育部会から提起され

た、今回のI学園分会の春闘総括は、支部全体

の今後の活動において注目すべき内容でした。

これは「失敗から教訓を導き出すのも総括であ

る」との一節から始まり、争議での対応が後手

後手に回ってしまったとの反省と共に、闘争に

至る前から組合が貪欲に職場の情報を前もっ

て収集し、争いの中では的確な対抗策を取るべ

きであるというものです。「情報不足では、的

確な要求や行動ができない」と述べられ、「職

場の情報集めは、I学園分会に限らず、春闘に

限らず、組合活動、職場活動の基本である」と

結ばれている通り、これはあらゆる局面におけ

る非常に普遍的な教訓です。 

支部統合を視野に入れて 

また、今回の支部委員会では、当支部が今後

の活動において関西生コン支部との統合を視

野に入れて展開することが方針案として提起

され、これが採択されました。これはかねてよ

り議論されていたことですが、支部の方針とし

て正式に採択されたのは今回が初めてのこと

になります。組合員からは、統合する場合の組

合費がどのように変化するか等の質問があり

ました。これらは今後の検討を要する課題です。

いずれにせよ、産業別労働組合を確立した関西

生コン支部は、業界および企業の情報について

敏感に情報を察知し、それを組織的に検討する

力があります。その力を借りるだけではなく、

その手法を関西ゼネラル支部の各部会の活動

展開にも積極的に取り入れ、組織としての力を

強化していきましょう。次ページでは今回の支

部委員会で採択された秋闘の具体的な方針案

とその具体的な方法について述べます。 

支部委員会開催！ 春闘を振り返り秋闘へ

はばたき 
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今年度の秋闘方針の軸は２つです。 

１．最低賃金の引き上げにかかる賃上げ要求 

 これは現在の時給が最低賃金以下であるか

否かに関わらず、すべての分会が要求すべき事

項です。そうしなければ給与が最低賃金に張り

付いた労働者が増えるだけで、労働者全体の賃

金の底上げにはなりません。また、当組合の分

会の中には既に春闘交渉の延長から 10 月度に

特例的な昇給を行うとの合意を獲得し、既にそ

の内容についても妥結が為されています。Ｎ学

館分会では月2000円、Ｓ関西分会では月3000

円の昇給です。決して大きな昇給ではありませ

ん。しかし、いずれも最低賃金以上を既に支給

している職場でありながら、これは今回の最低

賃金引き上げを含めて鑑みた結果の昇給であ

り、しかも、これらの職場ではこれまで昇給が

存在しなかったか、あるいは極めて少額の定期

昇給等のみの昇給が長年続いていたものでし

たから、一応の前進ではありました。 

２ 中小零細企業と非正規労働者 

 昨年度から昇給の要請が話題になっていま

すが、実のところ賃上げの恩恵を被っている対

象には偏りがあります。それはひとつに大企業

の従業員、もうひとつにはいわゆる正社員です。

春闘での賃上げが話題になっているケースの

ほとんどはこの二つを満たすものであり、さも

なくばいずれか一つを満たすもので、非大企業

かつ非正規雇用の時給労働者にこの恩恵が届

くことは極めて稀です。しかし、第１項にもか

かるお話ですが、今回の最低賃金引き上げは所

得の低い時給労働者の非正規雇用にとって最

も影響の大きいものですから、春闘以上に好機

といえる側面があります。よって、ここに特に

力を入れつつ、更に正規雇用と非正規雇用の格

差を是正するべく同一労働同一賃金の要求を

することになります。ですので、分会ごとに可

能な限り正社員適用の就業規則等を手に入れ、

あるいは正社員の賃上げ額を知り非正規に十

分な賃上げがなされているか確認する等、職場

の情報を積極的に収集する必要があります。ま

た、中小零細企業であれば、物価高騰による煽

りを労働者と同様に強く受けている可能性が

ありますので、そういった企業が利用可能な下

請法等の制度や法的措置にかかることを組合

から積極的に提案する等、経営への助言を行う

ことも検討する必要があります。（書記長） 

２０２４年度 秋闘方針 

都道府県名  2024 年度最低賃金（2023 年度） 上昇率 上昇額 

大阪 1,114 円（1,064 円） 4.7  50 円 

京都 1,058 円（1,008 円） 5.0  50 円 

兵庫 1,051 円（1,001 円）  5.1  51 円 

奈良 986 円（936 円） 5.3  50 円 

和歌山 979 円（929 円) 5.5  51 円 

滋賀 1,017 円（967 円） 5.2 50 円 
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10月5日（土）と6日（日）の二日間、エル・

おおさかをメイン会場として、第 36 回コミュ

ニティ・ユニオン全国交流集会が開催されまし

た。北海道から九州まで全国からコミュニテ

ィ・ユニオン活動を展開している人々が結集し、

400名を超える盛会となりました。 

10月5日の午後は全体集会。コミュニテ

ィ・ユニオン全国ネットワークの1年間の活

動報告や来年度の活動方針案の提案と採決が

行われました。続いて、あんしん財団争議と

パタゴニア争議の報告があり、韓国非正規職

労働団体ネットワークからの連帯アピールを

受けました。その後は、「もっと真ん中で」と

いう映画の上映会と、監督や出演者のトー

ク。ヘイトスピーチに抗議して損害賠償訴訟

に立ち上がった在日朝鮮人女性のドキュメン

タリー映画で、素晴らしい内容でした。映画

の題名は、在日朝鮮人として、女性として、

日本社会の片隅に追いやられている状況に対

し、声をあげたということから付けたとのこ

と。 

同日夜は、お楽しみのレセプション。総勢

300名以上が参加するということで、会場確

保に苦労しましたが、大阪商工会議所の大レ

ストラン「ニューコクサイ」を確保できまし

た。レセプションでは、北海道・東北、関

東・首都圏、中部・東海、関西、中四国・九

州とブロックごとにユニオンの自己紹介。各

地から地酒や特産などを差し入れていただ

き、大いに盛り上がりました。 

10月6日の午前は、課題ごとの分科会に分

かれて議論を行いました。紙面の関係で全て

を紹介することはできませんが、ハラスメン

ト問題やワークルール教育、最低賃金、フリ

ーランス問題、女性に対する賃金差別、外国

人労働者問題、関生弾圧など、全部で12の分

科会が開催されました。ちなみに、私はフリ

ーランス問題の分科会に参加し、タイミーな

どスポットワークについて問題提起を行いま

した。各地の取り組みなども知ることができ

て大変有意義でした。分科会終了後は全員が

エルシアターに集合し、集会のまとめなどを

行って正午に散会となりました。 

来年は、道後温泉で有名な愛媛での開催と

なります。勉強にもなり、各地のユニオンと

の交流もできますので、ご希望の方はご参加

ください。（副執行委員長） 

 

報告 第 36 回コミュニティ・ユニオン

全国交流集会ｉｎおおさか 
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    労働者供給事業の窓口開設を要求 
ＨＴ分会 

 

 

４月の契約更新で無期雇用となり社会保

険加入は継続したが、24 春闘はじめ職場の

環境改善要求等の進展がみられない中、4月

13日、法人が休業を指示してきた。賃金補償

問題、職場復帰問題について3回の団体交渉

を行ったが、法人の姿勢に変化がみられず、

組合は、当該組合員が職場に出勤し、組合は

その出勤を支援することにした。 

話し合いで問題が解決しないので、憲法で

も認められている団体行動権を行使したの

である。 

当該組合員のメモより―― 

 9/3出勤を拒否した法人に、職場の門前か

らであったが、「間違っている」と言えたし、

職員に「それでいいの？」と問いかけること

もできた。組合の力をたくさんかりたけれ

ど、私が職場ですべきことはやった、やり尽

くしたと思った。 

 

 

 

 

福祉介護現場の人手不足は深刻で、派遣会社

を使って何とか必要人数を確保している職場

は非常に多い。そんな中での、高齢組合員（障

がい者のグループホーム世話人）の契約更新拒

否問題であった。組合は、前回の契約更新時に

おける説明不備を指摘し、契約更新を求めたが、

法人は頑なに契約更新を否定した。 

そこで、組合は、現に連帯労組と労使関係があ

ること、連帯労組が労働者供給事業を行ってい

ることを丁寧に説明したうえで、派遣会社を通

して人員を確保するのではなく日々雇用労働

者を受け入れ必要な人員を確保してはどうか

と提案した。 

 

 

くさりNO.897号より 

 

 

 

 

法人は、結論として日々雇用労働者の受け入

れを拒否したが、組合嫌悪から労働者供給事業

を否定したのではないという言い訳に苦心し

たようであった。 

           （担当役員） 

 

ＪK 分会 連日の出勤闘争を背景に解決 

解決分会からの報告 
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お知らせ 


